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届
出
が
あ
っ
た
件

二
二

六

28

一
八

資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
件

二
二

七

28

一
九

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
告
示
す
る
件

二
二

七

28

二
〇

同

二
二

一
五

28

正

誤

令
和
三
年
十
二
月
十
日
付
け
定
例
第
二
百
五
十
三
号
中

八

一
七
七

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日
付
け
号
外
第
二
十
一
号
中

二
六

二
〇
七


